
議案第２７号 

 

   指定管理者の指定の期間の変更について 

 

 平成２７年１１月佐倉市議会定例会において、同年１２月２１日に可決され

た議案第２８号の「指定管理者の指定について」における佐倉市営自転車駐車

場の指定の期間を変更するため、次のとおり議会の議決を求める。 

 

 「平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで」を「平成２８年４月

１日から令和２年３月３１日まで」に変更する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

                佐倉市長  西 田 三十五   


